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注 記 

計画における交通事業者等の表記については、以下のとおりです。 

正式名称 計画内の表記 

京阪電気鉄道株式会社 
京阪電車 または 京阪 

※路線は、京阪京津線及び京阪石山坂本線と表記し、両線を

まとめる場合は、京阪大津線と表記 

西日本旅客鉄道株式会社 JR 

近江鉄道株式会社 近江鉄道 

京阪バス株式会社 京阪バス 

江若交通株式会社 江若交通 

帝産湖南交通株式会社 帝産湖南交通 

一般社団法人滋賀県バス協会 滋賀県バス協会 

一般社団法人滋賀県タクシー協会 滋賀県タクシー協会 
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 1. 計画の目的と位置付け  

 1.1 計画策定の背景と目的  

地域公共交通は、日常の買い物や医療機関への受診等の地域住民の生活や、地域の観光振興に欠か

すことができない重要な社会インフラですが、急速な人口減少や少子高齢化の進展、運転手の担い手

不足、利用者数の減少などの深刻な課題に直面しています。 

こうした状況を踏まえ、国土交通省は 2023 年（令和５年）を「地域公共交通再構築元年」と位置付

け、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正をはじめ、地域公共交通の利便性、生産性、

持続可能性の向上に向けた再構築（リ・デザイン）の取組を進めました。また、同年９月には「地域

の公共交通リ・デザイン実現会議」を設置し、政府共通指針の策定や地域公共交通計画のアップデー

トを推進し、令和６年７月には国土交通大臣を本部長とする「交通空白」解消本部を設立し、公共ラ

イドシェアや日本版ライドシェアなど多様な交通手段の導入を支援しています。 

本市は、これまでより誰もが安全・安心・快適に住み続けられるまちづくりを推進し、地域公共交

通を重要な役割を担うものとして位置付け、地域公共交通を取り巻く課題に地域住民・交通事業者・

行政が一体となって対応していくための「マスタープラン」として2021年（令和３年)３月に「大津市

地域公共交通計画」（以下、第１次計画）を策定し、地域公共交通の維持・確保のための施策を実施

してきました。 

しかし、第１次計画の策定以降、運転手の高齢化や労働時間の上限規制（いわゆる 2024 年問題）に

伴う更なる運転手不足の進行、コロナ禍後の生活様式の変容に伴う利用者数の更なる減少など、地域

公共交通を取り巻く課題は深刻さを増しています。 

「第２次大津市地域公共交通計画」（以下、第２次計画）は、これらの深刻化する課題に対応し、

地域公共交通の維持・確保を推進するため、本市の取り組むべき施策等を示すマスタープランとして

策定します。 

 

 1.2 計画の位置付け  

本計画は、前身となる第１次計画の施策や取組の進捗状況を踏まえるとともに、「地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律」をはじめとする関係法令や「大津市総合計画」、「大津市都市計画マスタ

ープラン」等の関連計画と整合、連携するものです。 

 

 1.3 計画の対象区域  

本計画の対象区域は、大津市全域とします。 

 

 1.4 計画の対象期間  

本計画の対象期間は、2026 年度（令和８年度）から 2030 年度（令和 12 年度）までの５年間としま 

す。
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 2. 本市の地域公共交通に係る現況と課題  

 2.1 地域特性の把握  

(1) 人口の推移 

本市の総人口は横ばい傾向にあるものの将来推計は減少していき、2060 年（令和 42 年）に高齢

化率は約 39％になると見込まれています。 

本市はこれまで人口増加を背景に発展を遂げてきましたが、今後は人口減少と少子高齢化を見

据えた対応を検討していく必要があります。 

 
※高齢化率は、年齢不詳人口を除いて算出した値。 

出典/資料：1985～2020 年は国勢調査 
2025～2060 年は第 3 期大津市人口ビジョンにおける推計 

図 2.1.1 将来推計人口 

 

(2) 地域の特徴 

大津市都市計画マスタープランをはじめとする関連計画や小中学校、福祉などの地域コミュニテ

ィの基礎的単位となる学区をもとに、本市を７地域に区分し地域の特徴を整理します。 
 

表 2.1.1 地域の特徴 

※表中の括弧内の値は７地域区分内での降順順位。 

*1：2025 年 3 月末時点の住基人口、駅・停留所（路線バス・デマンドタクシー）位置を用いて算出。鉄道駅（JR、京阪電車、坂

本ケーブル）から 800m、バス停から 300m、デマンドタクシー停留所から 300m をカバーエリアとする。 

*2：近畿圏パーソントリップ調査（2021 年） 
 

①北部（小松、木戸、和邇、小野） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

20,789 人 290.0 人/㎢ 37.3％(1) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 
 

地域の特徴 

・鉄道・路線バスの人口カバー率は約 69％と市内７地域

の中で東部地域に次ぎ２番目に低い。 

・のりあいタクシーを含めた人口カバー率は約 98％と高

い。 

・自動車分担率は約 58％と高い。 

  

98.1% (2)

鉄道駅・バス停 69.4%

のりあいタクシー 97.6%

15.0%

0.8%

57.6%

1.4%

7.6%14.9%

2.7%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明



2. 本市の地域公共交通に係る現況と課題 
 

 

 
 

－3－

②西北部（葛川、伊香立、真野、真野北、堅田、仰木、仰木の里、仰木の里東） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

48,963 人 504.6 人/㎢ 30.1％(3) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 

地域の特徴 

・人口密集地を中心に路線バスが運行され、鉄道・路線

バスの人口カバー率は約 85％と高い。 

・葛川・伊香立・仰木地域の人口カバー率は、のりあい

タクシーの運行により約 90％と比較的高い。 

・自動車分担率は約 58％と高い。 

③中北部（雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

49,409 人 1,759.3 人/㎢ 26.6％(6) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 
 

地域の特徴 

・京阪石山坂本線、JR 湖西線、江若交通浜大津線が東西

に並び、人口カバー率は約 94％と市内７地域の中で３

番目に高い。 

・自動車分担率は約 55％と高い。 

④中部（滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、逢坂、中央、平野） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

72,041 人 2,542.0 人/㎢ 28.3％(4) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 
 

地域の特徴 

・人口密度が高い地域に沿って京阪石山坂本線・京津線

が運行され、また、鉄道駅からの遠隔地には路線バス

が運行され、人口カバー率は約 99％と高い。 

  

90.4% (5)

鉄道駅・バス停 84.9%

のりあいタクシー 21.5%

13.0%

1.5%

57.6%

1.4%

5.7% 20.2%

0.6%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明

94.2% (3)

鉄道駅・バス停 94.2%

のりあいタクシー 未運行

16.8%

0.9%

54.5%

2.1%

5.3% 19.7%

0.5%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明

99.2% (1)

鉄道駅・バス停 99.2%

のりあいタクシー 未運行

30.1%

0.5%

34.5%

2.3%

9.0% 23.1%

0.5%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明
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⑤中南部（膳所、富士見、晴嵐） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

 

41,368 人 2,647.4 人/㎢ 27.8％(5) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 
 

地域の特徴 

・人口密度が高く、地域公共交通の充実している地域

で、自動車分担率は約 35％と低く、徒歩分担率は約

31％と他地域と比べ高い。 

・ 

⑥南部（石山、南郷、大石、田上） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

 

33,356 人 410.6 人/㎢ 34.5％(2) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 
 

地域の特徴 

・路線バスに加え、路線バスが運行していない団地では

のりあいタクシーが運行し、のりあいタクシーを含め

た人口カバー率は約 90％と比較的高い。 

・代表交通手段分担率では、自動車約 60％と高い。 
 

⑦東部（上田上、青山、瀬田、瀬田南、瀬田東、瀬田北） 

人口分布・地域公共交通ネットワーク 人口 人口密度 高齢化率 

 

77,007 人 1,491.5 人/㎢ 22.4％(7) 

人口カバー率(*1) 代表交通手段分担率(*2) 

 
 

地域の特徴 

・路線バスの廃止等を背景に、瀬田駅周辺の人口密集地

域に停留所への距離が遠い地域がみられ、人口カバー

率は約 64％と市内７地域で最も低い。 
 

  

88.4% (6)

鉄道駅・バス停 88.4%

のりあいタクシー 未運行

19.1%

1.1%

35.2%

2.1%

10.9% 31.3%

0.3%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明

90.4% (4)

鉄道駅・バス停 83.1%

のりあいタクシー 19.0%

11.9%

1.3%

59.7%

1.9%

5.0% 19.6%

0.5%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明

64.3% (7)

鉄道駅・バス停 63.2%

のりあいタクシー 7.8%

15.0%

1.6%

46.5%

1.4%

9.2% 26.1%

0.2%

鉄道 バス 自動車
自動二輪・原付 自転車 徒歩
その他・不明
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(3) 人の動き 

① 国勢調査による人の動き 

人の動きを概観すると、市内に常住する就業者の約 43％（約65.7千人）、通学者の約 46％（約

7.7 千人）が市外へ流出しています。一方で、市外からは約 33.8 千人が通勤、約 6.8 千人が通学

で市内に流入しています。 

本市の昼夜間人口比率は 2020 年（令和２年）で約 91％であり、周辺市と比較して、昼夜間人口

比率が低い（市外へ多く流出）状況となっています。 

 
出典/資料：2020 年（令和２年）国勢調査 

図 2.1.2 通勤・通学流動（15 歳以上の就業者・通学者） 

 
出典/資料：2020 年（令和２年）国勢調査 

図 2.1.3 昼夜間人口比率〔2020 年（令和２年）〕 

 

② パーソントリップ調査による人の動き 

本市内で発生・集中する人の移動（トリップ数）は、2010 年（平成 22 年）から 2021 年（令和

３年）の間で減少していますが割合構成はほぼ変わらず、自動車の割合が約 46％を占める一方で、

路線バスの割合は約１％と低くなっています。 

また、休日の人の移動は、平日と比べ自動車の占める割合が約1.5倍に増加する一方で、鉄道や

路線バスの割合は減少しています。 

出典/資料：近畿圏パーソントリップ調査

図 2.1.4 代表交通手段別の発生集中量の推移 

出典/資料：近畿圏パーソントリップ調査

図 2.1.5 代表交通手段別の発生集中量の割合 

  

大津市での就業者・通学者 大津市内常住者

就業者 121,213人 大津市 就業者 151,714人（100.0%）

通学者 15,851人 通学者 16,624人（100.0%）

大津市外内 大津市内々 大津市内外

就業者 33,848人 就業者 81,869人（54.0%） 就業者 65,716人（43.3%）

通学者 6,780人 通学者 8,537人（51.4%） 通学者 7,668人（46.1%）
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※1％未満のラベルは非表示
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※1％未満のラベルは非表示
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 2.2 交通特性の把握  

(1) 自動車交通 

① 自動車の保有状況 

本市における自動車保有台数は、乗用車は横ばいで軽自動車は増加傾向にあります。ただし、

１世帯当たりの保有台数は 2011 年（平成 23年）から漸減傾向となっています。 

 

出典/資料：大津市統計年鑑。世帯数は住民基本台帳。 

図 2.2.1 自動車保有台数の推移 

 

② 運転免許証の保有状況 

運転免許証の保有率は、男女ともに 20～64 歳までの年齢階層では 80％以上を推移しますが、

65 歳以降は年齢階層が上がるにつれて大きく下がっていきます。 

運転免許証の保有者数は、男女ともに生産年齢人口では 50～54 歳がピークとなっていますが、

男性は 65～69 歳の年齢階層以降は増加しています。 

 
※人口は住民基本台帳（R2.4.1、R5.4.1） 

出典/資料：滋賀県警察本部提供資料より 

図 2.2.2 運転免許証の保有率の推移 

 
出典/資料：滋賀県警察本部提供資料より 

図 2.2.3 運転免許証の保有者数の推移  
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(2) 鉄道交通 

2024 年（令和６年）の鉄道の利用者数は、１日当たり約 27 万人であり、コロナ禍前の 2019 年

（令和元年）と比較して約 94％の水準まで回復しています。 

 
※京阪電車は 2020・2021 年の調査未実施 

 出典/資料：大津市統計年鑑 

図 2.2.4 鉄道駅の利用者数の推移 

 

(3) 路線バス交通 

路線バスの利用者数の推移は長期的に減少傾向にあり、2024 年（令和６年）の路線バスの利用

者数は、１日当たり約 2.2 万人となっています。 

実車走行キロ当たりの利用者数はコロナ禍により 2020 年（令和２年）に落ち込みましたが、そ

の後の減便等の対応によりコロナ禍前以上の水準まで増加しています。 

 

出典/資料：大津市調べ 

図 2.2.5 路線バスの利用者数の推移 
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(4) 一般タクシー 

一般タクシーの利用者数はコロナ禍以降大きく減少しており、2024 年（令和６年）では約 3.9

千人/日となっています。 

 
※㈲愛交通は 2021.6 廃業、近江タクシー㈱は 2021.3 営業所廃止。 

出典/資料：滋賀県タクシー協会及び事業者ヒアリングによる 

図 2.2.6 タクシー事業者の配置両数と利用者数の推移（個人タクシー除く） 

 

(5) のりあいタクシー『光ルくん号』 

のりあいタクシー『光ルくん号』の 2021 年（令和３年）以降の利用状況をみると、志賀地域で

は 2023年（令和５年）から 2024年（令和６年）にかけて増加し、北部地域においても増加傾向と

なっているが、南部地域では減少傾向となっています。 

 

図 2.2.7 のりあいタクシー『光ルくん号』の利用者数の推移 

 

(6) 地域住民主体の輸送サービス 

和邇学区、葛川学区などでは、まちづくり協議会等が主体となり、地域住民の共助によって移

動を支える取組が実施されています。 
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図 2.2.8 市内の鉄道・路線バスネットワーク  
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 2.3 地域公共交通の利用者や市民の意見等  

(1) 調査概要 

地域公共交通の利用者や市民等へ、以下のアンケート調査を実施しました。 

表 2.3.1 調査概要 

名称 

①利用者アンケート 
②高校生 

アンケート 

③一般向け 

アンケート 鉄道・路線バス 
のりあいタクシー

『光ルくん号』 

調査対象 
市内の鉄道・路線 

バスの利用者 

のりあいタクシー

『光ルくん号』の 

利用者 

市内の高校に 

通学する学生 
市民等 

調査期間 
2025 年（令和７年） 

６月 17、18、21 日 

2025 年（令和７年） 

６～７月 

2025 年（令和７年） 

６～７月 

2025 年（令和７年） 

７月１日～８月 31 日 

調査方法 調査票 調査票 インターネット インターネット 

回答件数 773 件 105 件 4,683 件 672 件 

 

(2) 主な意見や傾向 

① 利用者アンケート 

アンケートの回答者は、鉄道・路線バス利用者の 40％以上、のりあいタクシー利用者の約 80％

を 65 歳以上の高齢者が占めました。鉄道・路線バス利用者の 40％、のりあいタクシー利用者の

60％以上が、普段自家用車を運転せず、また日常的に送り迎えをしてくれる人もいないため、鉄

道や路線バス、のりあいタクシーは欠かせない移動手段となっています。 

また、鉄道や路線バスでは運行本数を重視する人が 70％を超え、のりあいタクシーでは早朝及

び午前の時間帯の運行の充実や運行の継続を求める人がともに約 40％となっています。 

図 2.3.2 アンケート回答者の年齢階層 

 

 
図 2.3.3 アンケート回答者の運転状況 図 2.3.4 重視すること（抜粋） 
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② 高校生アンケート 

鉄道（京阪石山坂本線、JR 琵琶湖線等）は、通学手段として徒歩・自転車についで多く、利用

頻度は週 1回以上が約 70％となっています。 

路線バスは、約 10％の高校生が通学手段として利用していますが、自家用車での送迎（約 12％）

を下回っており、利用頻度は月 1 日未満が 70％を超えています。 

 
図 2.3.5 高校生の通学手段 図 2.3.6 高校生の手段別の利用頻度 

 

③ 一般向けアンケート 

運転免許証の返納意向がある人は約 36％で、「返納したいができない」と回答した人も含める

と 50％近くを占め、返納を考えている年齢は 70～80 歳が多くなっています。運転免許証を返納し

ない理由としては、「公共交通が充実していない」と答えた人は約 40％となっています。 

外出時の移動手段として、自家用車が約 60％を占め最も多く、鉄道は 10～40％、路線バスは約

20％となっています。最寄り駅までの移動手段としては路線バスが約 25％で二次交通としての役

割を担っています。 

 

図 2.3.7 運転免許の返納意向 

 

図 2.3.8 免許返納を考えている年齢 

 

図 2.3.9 免許返納をしない理由 
図 2.3.10 最寄り駅までの交通手段 
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 2.4 交通事業者の意見等  

(1) 調査概要 

市内の交通事業者に対し、ヒアリング調査を実施した結果、鉄道、路線バス、タクシーの各事

業者とも、運転手や整備士の不足、燃料費・車両費・人件費等の各種経費の増加といった事業運

営上の課題に直面しています。こうした厳しい経営状況に対する経済的な支援、人材の確保に向

けた支援、まちづくりの推進等の期待が挙げられています。 

 

①鉄道事業者 

項目 意見等 

事業運営上の

課題 

人員体制 ・運転手や整備士の不足 

経営状況 ・物価の高騰や人件費の増加による利益圧迫 

期待する行政の支援 ・運転手や整備士等の人材を求めていることの周知 

・鉄道利用と連動したまちづくりの推進 

・各種キャンペーンを通じた連携 

 

②バス事業者 

項目 意見等 

事業運営上の

課題 

人員体制 ・慢性的な運転手不足（人材定着が困難、退職者が多い） 

経営状況 ・各種経費の増加（燃料費、車両費等の高騰、設備投資・車両修

繕費の増加、運転手の待遇改善による人件費の増加） 

・不採算路線の見直しや利用の少ない早朝深夜便の減便 

期待する行政の支援 ・「路線バスに今乗らないと将来はなくなる」という周知啓発 

・路線維持や設備投資、大型二種免許取得支援等の経済的支援 

・ハローワーク等の採用窓口の強化 

・市民の定期券購入補助 

・高齢化する団地等への移動手段の検討（公的支援・運営） 

 

③タクシー事業者 

項目 意見等 

事業運営上の

課題 

人員体制 ・運転手の確保が厳しい 

経営状況 ・LP ガススタンドが減少し、LPG車が燃料を補給しづらくなり、ガ

ソリン車の調達を進め、調達費用がかかる 

・燃料費等の物価高騰や人件費の増加分を、タクシー運賃に十分

に反映できていない 

・各種割引制度（障害者割引、運転免許証返納者割引）による利

益圧迫 

期待する行政の支援 ・各種の経済的支援（助成金・補助金の拡充、各種割引制度に対

する直接の補填等） 

・観光客やビジネス利用者の誘致 
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(2) 地域公共交通業界が直面する問題 

①バス事業者の経営状況 

路線バスの利用者数は、三大都市圏を除く地域において、2003（平成 15）年以降、微減傾向が

続いていましたが、2020年（令和２年）は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により利

用者数・経常収入ともに大きく減少しました。その後、徐々に回復傾向にありますが、コロナ禍

前の状況に至っていません。 

また、2025(令和７)年版交通政策白書によると、2023年度（令和５年度）におけるバス事業者

の収支状況は、調査対象となった 217 社のうち、73.7％が赤字となっており、経営状況は非常に

厳しいものとなっています。また、収益の低下に伴い、特に地方部において路線バスの減便等が

続いています。 

 
※1：各数値データは、乗合バスの保有車両数が 30 両以上のバス事業者のデータを採用。 

※2：三大都市圏とは、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、岐阜、大阪、京都、兵庫である。 

出典/資料：2025(令和７)年版交通政策白書を基に大津市作成

図 2.4.1 都市部・地方部別の路線バスの利用者数、経常収入の推移 

 

②2024 年問題、運転手の高齢化 

路線バスの運転者数は、1975 年度（昭和 50 年度）をピークに減少し、2022 年度（令和４年度）

にはピーク時の約70％まで減少しており、労働環境（年収、労働時間、雇用形態）や大型二種免

許の取得要件が要因と考えられます。また、バス運転手の平均年齢は 55 歳に達し高齢化が進行

しているほか、2024年（令和６年）に施行された改善基準告示に基づく労働時間規制の影響によ

り、担い手不足が深刻化しています。 

出典/資料：数字で見る自動車 2024（国土交通省）

図 2.4.3 路線バス運転者数の推移（全国） 

出典/資料：2025（令和７）年版交通政策白書
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 2.5 第１次計画における取組等の状況  

(1) 取組の進捗状況 

第１次計画では、「地域公共交通ネットワークの維持・新たな交通システム確保」、「地域公

共交通維持・確保のための取組体制・支援体制の整備」、「地域公共交通維持・確保のための利

用促進方策の実施」の３つの基本方針（取組の方向性）と 21 の施策を設定し、取り組んでいます。 
 

表 2.5.1 第１次計画の基本方針・施策一覧 

 

  

基本方針（取組の方向性） 施策 

1.地域公共交通ネットワークの 

維持・新たな交通システム確保 
1-1 基幹となる鉄道・路線バスの維持・確保に向けた検討 

1-2 支線となる地域内フィーダー系統路線の維持 

1-3 地域公共交通の維持・確保に向けたプロセスの明確化 

1-4 
新たな輸送サービス導入に向けた社会実験への積極的

な参画 

1-5 新型コロナウイルス感染症による影響に対する支援 

2.地域公共交通維持・確保のための 

取組体制・支援体制の整備 
2-1 

地域公共交通について関係者（地域住民・交通事業

者・行政等）が協議する場の構築 

2-2 地域主体の取組に対する検討サポート 

2-3 

立地適性化計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画

等と連携して地域公共交通のあり方を検討する体制の

構築 

2-4 地域主体の実証運行に対する側面的支援 

3.地域公共交通維持・確保のための 

利用促進方策の実施 
3-1 広報誌等における情報提供 

3-2 
幅広い世代に対する継続的なモビリティ・マネジメン

トの実施 

3-3 
電車・バスを便利に使ってもらうための効果的な情報

提供 

3-4 高齢者の運転免許返納後の公共交通利用への転換促進 

3-5 イベントやキャンペーンを通じた PR の推進 

3-6 バス待合環境の向上 

3-7 ノンステップバスの導入促進 

3-8 鉄道駅のバリアフリー化の促進 

3-9 乗換え連絡機能の強化 

3-10 バス・鉄道のキャッシュレス決済の導入促進 

3-11 交通モード間の乗継利便性の向上 

3-12 MICE 誘致やその他観光振興策と連動した利用促進 
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(2) 目標の進捗状況 

第 1 次計画で示した目標値をみると、2024 年（令和 6 年）時点で「鉄道の利用者数」、「公共

交通による人口カバー率」、「地域の交通課題を解決するために地域が主体となって検討・協

議・運営等を行う取組の数」の３つの指標が目標に達していない状況です。 

「鉄道の利用者数」は新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変容等により、2019

年度（令和元年度）の水準まで回復していないこと、「公共交通による人口カバー率」は路線バ

スの廃止等に伴い地域公共交通のサービスエリアが縮小したことが影響しています。 

 

表 2.5.2 第１次計画の目標の進捗状況 

指標 目標値 
実績値 

(2024 年度(令和６年度)) 
基準年度 

との比較 

鉄道の利用者数 

JR 231,818 人／日 214,768 人／日 -7.35% 

京阪電車 55,777 人／日 54,958 人／日 -1.47% 

路線バスの実車走行キロ当たりの 

利用者数 
2.09 人/㎞ 2.34 人/㎞ +11.96% 

路線維持のために国・県・市が 

補助するバス路線の収支率 
52.7％ 63.1％ +19.73% 

地域公共交通サービス全般に対する 

大津市の財政負担額（*1） 
178,613 千円（*2） 96,089 千円 -46.20% 

公共交通による人口カバー率（*3） 
（デマンドタクシーや地域が主体となった

交通サービスによるカバーを含む） 
93％ 88％ -5.38% 

地域の交通課題を解決するために 

地域が主体となって検討・協議・運営

等を行う取組の数 

14 件 10 件 -28.57% 

 

*1: 公共輸送対策推進費、人にやさしいバス導入促進事業費、バリアフリー化推進事業費の計。 

*2: 2020 年（令和２年）11 月補正後時点の予算額。なお、当該予算額には、新型コロナウイルス感染症対策経費   

約 80,000 千円を含む。 

*3: JR 駅から 1,000m、京阪電車及び坂本ケーブル駅から 500m、バス停から 300m、デマンドタクシー停留所から 300m を

カバーエリアとする。なお、実績値は 2025 年（令和７年）３月 31 日時点の人口（住民基本台帳に基づく）で算

出。 
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 2.6 地域公共交通の課題等  

前節まで（2.1 本市の地域公共交通を取り巻く状況～2.5 大津市地域公共交通計画（第１次計画）に

おける取組等の状況）を踏まえ、以下第２次計画における策定のポイントを整理しました。 

項目 現状や課題等  第２次計画における策定のポイント 

2.1 

地域特性の把握 
人
口
の

動
向 

・本市人口はピークを迎えつつあり、今後は人

口減少と少子高齢化を見据えた対応が必要 

  

地
域
の

特
徴 

・地域によって、高齢化率や交通手段の分担

率、地域公共交通の人口カバー率が異なる 

  

人
の

動
き 

・市内常住の通勤者の約 43％、通学者の約 46％

が市外へ流出。 

・昼夜間人口比は約 91％で、市外流出が多い。 

  

2.2 

交通特性の把握 
交
通
特
性 

・鉄道利用者はコロナ禍前の約 94％まで回復 

・バス利用者は路線廃止等によりコロナ禍後も

減少が継続 

・志賀・北部地域ではのりあいタクシーの利用

者が増加傾向 

・一部地域で地域住民主体の輸送サービスの取

組を実施 

  

2.3 

地域公共交通の

利用者や市民の

意見等 

利
用
者 

・利用者の約半数が日常的な送迎者がおらず、

地域公共交通が欠かせない 

・鉄道・路線バスは運行本数、のりあいタクシ

ーは早朝/午前の運行の充実等を重視 

  

高
校
生 

・鉄道利用は多いものの、路線バスより自家用

車の送迎を利用する割合が高い 

・鉄道や路線バスの運行便数が少なく、部活や

塾での利用に影響がある。 

  

市
民 

・運転免許証を返納しない理由として、公共交

通が充実していないを挙げる人が約 40％ 

・路線バスは二次交通としての役割を一定担っ

ているが、鉄道に比べて利用頻度が低い 

  

そ
の
他 

・将来の路線バス廃止に懸念 

・高齢者は運転免許証の返納後への移動手段に

不安がある 

・通学・通塾時のバスの便数が少なく不便 

・子供の送迎が大変 

・夜間や鉄道駅までの二次交通等が不足 

・鉄道駅のバリアフリーやノンステップバスの

導入が不十分 

  

2.4 

交通事業者の状況 

・燃料費、人件費、車両費等の高騰により経営

環境が悪化 

・運転手、整備士の不足及び高齢化により事業

継続や路線維持が困難な事業者あり 

・事業に対する経済的な支援、人材の確保に向

けた支援、まちづくりの推進等を行政に期待 

  

2.5 

大津市地域公共交通計

画（第１次計画）にお

ける取組等の進捗状況 

・第１次計画で位置付けた各種施策の取組は進

んでいるものの、コロナ禍の影響もあり、

「鉄道の利用者数」、「公共交通による人口

カバー率」、「地域が主体となって検討・協

議・運営等を行う取組みの数」の目標が未達 

  

③多様な移動手段の確保 

④交通不便地の解消 

⑨地域公共交通の維持に関する 
意識の醸成 

②地域公共交通の担い手の確保 

①地域公共交通の路線の維持 

⑩地域公共交通の環境の整備 

⑦児童、生徒の移動手段の確保 

⑧地域の移動需要に対応する 
 体制の整備 

⑤地域の特性に応じた地域公共 
交通の実現 

⑥高齢者の移動の支援 
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 3. 基本方針と目標  

 3.1 地域の将来像  

(1) 地域の将来像の設定 

第１次計画では、本市の上位計画である「大津市総合計画」のまちづくりの基本理念や将来都

市像、「大津市都市計画マスタープラン」のまちづくりの理念や目標を踏まえ、本計画において

目指すべき地域の将来像を設定しました。これらの上位計画が計画期間中であることや第１次計

画における取組の成果、課題等を踏まえ、第２次計画においても第１次計画で定めた地域の将来

像を引き継ぐものとします。 

 

(2) 本計画において目指すべき地域の将来像 

 

◆まちづくりの基本理念と将来像 
（大津市総合計画） 

◆まちづくりの理念と目標 
（大津市都市計画マスタープラン） 

【まちづくりの基本理念】 

１．持続可能な都市経営 

２．共助社会の確立 

３．自然、歴史、文化の保全、再生、活用 

 

【将来都市像】 

ひと、自然、歴史の縁で織りなす 

住み続けたいまち“大津再生” 
～コンパクトで持続可能なまちへの変革～ 

【まちづくりの理念】 

・安全・安心・快適都市 持続可能でコンパクトな大

津の構築 

・自然、歴史、文化を生かす 観光やにぎわい交流の

創出 

・ともに創る協働のまち 定住環境の創造 

 

【まちづくりの目標】 

①人口減少社会における住み続けられるコンパクトな

まちづくり 

②古都大津の自然、歴史、文化を生かした魅力あふれ

るまちづくり 

③地域のにぎわいを創る協働のまちづくり 

 

【将来都市構造の基本的な考え方】 

コンパクト＋ネットワークによるまちづくり 

人口減少下でも生活利便性が確保された拠点の充実

と、公共交通により拠点を相互に結ぶ都市構造とす

る 

 
 

本計画において目指すべき地域の将来像（第１次計画から継続） 

 

安全、安心、快適に住み続けたい 

コンパクトで持続可能なまち 
～古都大津の自然、歴史、文化を生かした協働のまちづくり～ 
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 3.2 地域公共交通の目標像  

(1) 地域公共交通の目標像の設定 

第１次計画策定後の５年間で、地域公共交通を取り巻く社会経済環境は大きく変化する中、地

域公共交通が果たすべき役割には第１次計画策定時の考え方を継承すべき点もあることから、地

域公共交通の目標像についても第１次計画の２つの目標像を引き継ぐものとします。 

 

(2) 地域公共交通の目標像 

 

目標像① 誰もが安全・快適で、安心して暮らせる地域公共交通 

地
域
公
共
交
通
が
果
た
す
べ
き
役
割 

◆地域住民の日常生活の維持と充実 

 

高齢者をはじめとする全ての地域住民の交通手段を確保し、安心して生活できる  

居住環境の形成を支援します。 

◆地域特性に応じた移動手段の提供 

 

南北に細長い市域において地域特性に応じて、幅広い世代が多様な生活様式を実現 

できる居住環境の創出を支援します。 

 

◆持続可能なまちづくり 

 

自動車交通量の減少等を通じて温室効果ガスの排出削減に寄与することで、持続  

可能なまちづくりに貢献します。 

 

 

目標像② 大津市の地域資源を活かし、地域の活力を育む地域公共交通 

地
域
公
共
交
通
が
果
た
す
べ
き
役
割 

◆中心市街地の活力向上 

 

商業、居住、歴史・文化、情報発信、コミュニティ、交通等の多様都市機能の   

拠点として活発な交流をリードする都心エリアの活力向上を支援します。 

 

◆生活拠点・地域拠点を中心とした生活圏の形成 

 

生活拠点や地域拠点を中心にしたコンパクトな生活圏を形成し、バランスある都市 

発展を支援します。 

 

◆地域資源を生かしたまちの賑わいの創出 

 

琵琶湖や美しい山並みに囲まれた自然、国内有数の世界遺産等の豊富な地域資源を 

生かし、まちの賑わいや活性化を支援します。 

 

 

  



3. 基本方針と目標 
 

 

 
 

－19－

 3.3 基本方針（取組の方向性）  

第２次計画の策定のポイント等を踏まえ、次の２つの基本方針を設定します。 

 

策定のポイント  基本方針（取組の方向性） 

   

 

 

①地域公共交通の路線の維持 

②地域公共交通の担い手の確保 

③多様な移動手段の確保 

④交通不便地の解消 

⑤地域の特性に応じた地域公共 

交通の実現 

 基本方針１ 地域公共交通の維持・確保 

 
⑴地域公共交通ネットワークの維持 

－基幹となる地域公共交通ネットワークやそこに接続する地

域公共交通ネットワークなど、市民や来訪者が利用する地

域公共交通ネットワークを維持する。 

 
⑵新たな移動手段の確保 

－交通課題の解決に向けて、新たなモビリティや新たな技術

の導入等について検討を進める。 

 
⑶移動手段の維持・確保のための仕組みの構築 

－市民等の移動手段を維持、確保するため、市民、交通事業

者、行政が連携を図り、交通課題の解決に向けた体制を整

備する。 

 

⑥高齢者の移動の支援 

⑦児童、生徒の移動手段の確保 
 

⑷地域公共交通を補完する取組の支援 

－地域公共交通を補完する地域団体等の取組を支援し、市民

等の移動手段を確保する。 

   

⑧地域の移動需要に対応する 

体制の整備 

⑨地域公共交通の維持に関する 

意識の醸成 

⑩地域公共交通の環境の整備 

 基本方針２ 地域公共交通の利用の促進、利便性の向上 

 
⑴地域公共交通の利用促進に向けた意識の醸成 

－地域として地域公共交通を大切に守っていく意識を醸成

し、利用するという行動につなげる。 

 
⑵誰もが利用しやすい交通環境の整備 

－高齢者や障害者をはじめ誰もが利用しやすい交通環境の整

備を進める。 
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 3.4 将来の地域公共交通ネットワーク  

(1) 地域公共交通ネットワークの役割分担 

本市の地域公共交通の役割分担としては、支える移動の距離や利用者数に応じて「幹」「枝」

「葉」の３つに分類して維持・確保を図ります。 

また、地域公共交通の輸送サービスが少ない地域や時間帯に地域公共交通を補完する取組とし

て、日本版ライドシェアや無償運送等があります。 

さらに、福祉交通は地域公共交通とは求められるサービスが異なりますが、地域公共交通とと

もに地域住民の移動を支える手段です。 

 

表 3.4.1 本市の地域公共交通の役割分担 

分類 形態 主な路線（イメージ） 役割 

地
域
公
共
交
通 

幹 

鉄道 ・JR 

・京阪電車 

・主に市内の拠点間や市外との広

域的な移動を支える 

路線バス ・近江大橋線 

・京都比叡平線 

・大津市内総合線（石山 

駅～大石小学校） 等 

枝 

路線バス ・浜大津線 

・大津比叡平線 

・花屋敷鶴の里団地線  

          等 

・市内の拠点間の日常的な移動を

支える 

葉 

鉄道 
比叡山坂本ケーブル 

・拠点と最終目的地間の移動を支

える 

路線バス 
東ローズタウン線  等 

デマンド交通 のりあいタクシー 

光ルくん号 

公共ライドシェア（交通空白地有償運送） ・一般旅客自動車運送事業者によ 

る運行が困難な地域での輸送 

日本版ライドシェア ・タクシー不足が深刻な曜日、時 

間帯に限定した輸送等 

一般タクシー ・個別需要に応じた移動を支える 

そ
の
他 

無償 

無償運送（ボランティア輸送） ・地域の共助による輸送 

・買い物、通院等暮らしの移動支

援 

福祉 

交通 

公共ライドシェア 
（福祉有償運送） 

・一般的なバス等の利用が困難な

要介護者や障害者等の輸送 
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(2) 将来の地域公共交通ネットワークイメージ 

地域拠点や生活拠点をつなぐ地域公共交通ネットワークを構築します。 

 

図 3.4.1 将来ネットワークイメージ 

 



3. 基本方針と目標 
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 3.5 計画の目標  

本計画の施策の進捗を定量的に検証するため、以下の評価指標・数値目標を設定します。 

 

表 3.5.1 計画の目標 

評価指標 
目標設定の考え方 

（*〔〕内は算出方法） 

現況値 

(2024 年度) 

目標値 

(2030 年度) 

地域公共交通による人口カバー率(*1) 

既存のネットワークの

維持、コンパクトなま

ちづくりの推進によ

り、現況水準以上の人

口カバー率になること

を目指す。 

87.1％ 
(2025 年３月 31 日時点) 

現況水準以上 

地域公共交通の 

利用者数（*2） 

鉄

道 

JR 現在の利用者の継続利

用と、利用促進による

新規利用者の獲得によ

り、鉄道、路線バスの

利用者数を確保するこ

とを目指す。 

214,768 人/日 

(2024 年度) 
現況水準以上 

京阪電車 
54,958 人/日 

(2024 年度) 
現況水準以上 

路線バス 
21,815 人/日 

(2024 年度) 
現況水準以上 

のりあいタクシー 

光ルくん号 

地域公共交通を補完す

る手段として、現況水

準以上の利用者数にな

ることを目指す。 

51 人/日 

(2024 年度) 
現況水準以上 

地域公共交通サービス全般に対する 

本市財政負担額（*3） 

地域公共交通の維持に

係る本市の財政負担額

について、現況水準を

維持することを目指

す。 

76,399 千円 

(2024 年度決算額) 
現況水準を維持 

補助対象路線の収支率（*4） 

利用促進により、経費

の増加が見込まれる中

でも収支率を現況より

改善していくことを目

指す。 

63.1％ 

(2024 年度) 
現況水準以上 

路線バスの実車走行キロ当たりの 

利用者数（*5） 

将来的に路線バス等の

減便・廃止が発生した

場合でも既存の利用者

を継続的な利用を最大

限確保することを目指

す。 

2.34 人/km 

(2024 年度) 
現況水準以上 

＜評価指標の算出方法＞ 

*1:住基人口(算出年度の３月 31 日時点)、駅・停留所（路線バス・デマンドタクシー）位置を用いて算出。鉄道駅

（JR、京阪電車、坂本ケーブル）から 800m、バス停から 300m、デマンドタクシー停留所から 300m をカバーエリア

とする。一般タクシーの車両待機場所となる JR 堅田駅、比叡山坂本駅、大津京駅、大津駅、膳所駅、石山駅、瀬田

駅から、半径 3 ㎞（10 分圏内）を含めた場合の人口カバー率は 98.3％となる。 

*2:交通事業者からの報告。 

*3:公共輸送対策推進費、人にやさしいバス導入促進事業費、バリアフリー化推進事業費の計。 

  但し、計画策定に係る委託料は除く。 
*4:運行経費に占める運賃収入の割合。地域公共交通確保維持事業（幹線・フィーダー）の活用にあたり必須記載項目で

ある指標。 

*5:路線バスの利用者数を実車走行キロで除して算出。全路線の平均値。毎年の検証にあたっては、補助対象路線の系統

別の評価を合わせて行う。



4. 目標を達成するための施策 
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 4. 目標を達成するための施策  

基本方針（取組の方向性）に基づき、目標を達成するための施策を以下のとおり設定します。各施

策の概要、実施主体、スケジュールは次頁以降に示します。 

 

表 4.1.1 施策一覧 

基本方針 

（取組の方向性） 
施策 

1.地域公共交通の 

維持・確保 1-1 

基幹となる鉄道・路線バスの運行の維持 

 継続 ・滋賀県、鉄道事業者等と連携した取組の検討 

 継続 ・国庫補助金を活用した路線バスの運行支援 等 

1-2 

支線となる路線バス、デマンド型乗合タクシーの運行の維持 

 継続 ・国庫補助金を活用した路線バスの運行支援 

 継続 ・デマンド型乗合タクシーの運行 等 

1-3 

地域公共交通における担い手の確保 

 継続 ・路線バス、タクシー事業者の運転手確保に対する支援 重点施策 

 継続 ・交通事業者の人材募集に係る支援 重点施策         等 

1-4 

多様な移動手段、モビリティへの対応、新しい技術の検討 

 継続 ・自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）等の導入に向けた 

検討・支援 

 新規 ・福祉有償運送、スクールバス等との連携 

 新規 ・民間事業者の輸送資源等との連携 

 継続 ・新しい技術の検討 

 継続 ・シェアサイクル等の二次交通の充実 等 

2.地域公共交通の 

利用の促進と 

利便性の向上 

2-1 
幅広い世代に対する継続的なモビリティマネジメントの実施 

 継続 ・モビリティマネジメントの実施 重点施策  等 

2-2 
鉄道、路線バス等の利用に関する効果的な情報発信・提供 

 継続 ・バス乗換マップ等の作成 等 

2-3 
イベントやキャンペーンを通じた利用の促進等の実施 

 継続 ・関係機関等と連携した利用促進等の実施  重点施策  等 

2-4 

人にやさしい車両の導入促進 

 継続 ・ノンステップバス、ユニバーサルデザインタクシーの導入促進

 等 

2-5 
鉄道駅のバリアフリー化の促進 

 継続 ・高架駅のバリアフリー化の促進 等 

2-6 

交通手段の利便性向上 

 継続 ・各種割引乗車券、企画乗車券の検討、実施 

 継続 ・パークアンドライドの推進 

 継続 ・GTFS-JP の継続的な更新によるインターネット上での 

経路検索の検討・実施 等 

2-7 

高齢者の運転免許証返納後の地域公共交通利用への転換促進 

 継続 ・公共交通利用サービス情報の提供 

 継続   新規 ・高齢者が移動しやすい移動手段・移動環境等の整備や連携 等 
 

 継続   ：第 1 次計画から継続的に実施する取組 

 新規   ：第２次計画で新たに実施する取組 

 重点施策 ：第２次計画で特に力を入れる取組 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 1  地域公共交通の維持・確保 

施策 1-1 基幹となる鉄道・路線バスの運行の維持 

施策の概要 

・ねらい 

市内の基幹的な地域公共交通ネットワークを構成する鉄道・路線バスを維持

し、主に市内の拠点間や市外との広域的な移動を支えるため、国庫補助金の活用

等を行います。 

取組内容（例） 

 

 継続  ① 滋賀県、鉄道事業者等と連携した取組の検討 

・2015 年（平成 27 年）６月より滋賀県、大津市、高島市、長浜市による「湖西線利便性向

上プロジェクト推進協議会」を設置しており、JR 湖西線の利便性向上と沿線地域の活性

化に向け、県・沿線自治体・鉄道事業者が連携した取組を継続的に進めます。 

・大津市地域公共交通活性化協議会をはじめ、鉄道・バス事業者と定期的な協議により、

各事業者が抱える課題等について密に情報交換等を実施し、行政・事業者間で改善に向

けた施策等を検討します。 

 

 継続  ② 国庫補助金を活用した路線バスの運行支援 

・本市と近隣市を結ぶ近江大橋線、京都比叡平線について、地域公共交通確保維持改善事

業費補助金（地域間幹線系統）を活用し、運行の維持を図ります。 

 
表 4.1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域間幹線系統） 

の補助対象路線の概要 
 

路線名 運行事業者 起点 主な経由地 終点 運行態様 補助内容 

近江大橋線 近江鉄道 草津駅西口 ｲｵﾝﾓｰﾙ草津 びわ湖浜大津 路線定期運行 幹線補助 

京都比叡平線 京阪バス 比叡平 京大正門前 三条京阪 路線定期運行 幹線補助 
 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 実施 連携 
連携 

・運行 
連携  積極利用  

② 実施 補助 
(幹線補助) 

 運行  積極利用  

スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

②      

    

関係者間の協議・情報交換 

地域公共交通確保維持事業の活用による路線維持 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 1  地域公共交通の維持・確保 

施策 1-2 支線となる路線バス、デマンド型乗合タクシーの運行の維持 

施策の概要 

・ねらい 

最寄りの駅から商業施設までの移動など、市内における日常的な移動を支える

ため、支線となる路線バスへの国庫補助金の活用や、路線バスが廃止等となり他

の代替交通手段の確保が困難な地域におけるデマンド型乗合タクシーを運行しま

す。 

取組内容（例） 

 

 継続  ① 国庫補助金を活用した路線バスの運行支援 

・鉄道駅への徒歩アクセスが困難な丘陵部の住宅地と鉄道駅を接続する大津比叡平線、花屋

敷鶴の里団地線について、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系

統）を活用し、運行の維持を図ります。 
 

表 4.2 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統） 
の補助対象路線の概要 

 
路線名 運行事業者 起点 主な経由地 終点 運行態様 補助内容 

大津比叡平線 京阪バス 大津駅、 

大津京駅 

比叡平口、 

一丁目南 

比叡平 路線定期運行 ﾌｨｰﾀﾞｰ補助 

花屋敷鶴の里 

団地線 

近江鉄道 びわ湖浜大

津 

大津駅、 

池の里団地 

花屋敷池の

里南 

路線定期運行 ﾌｨｰﾀﾞｰ補助 

 

 継続  ② デマンド型乗合タクシーの運行 

・路線バスが廃止等となり他の代替交通手段の確保が困難な志賀地域、葛川地域・伊香立地

域、仰木地域、上田上地域、晴嵐台地域で運行するのりあいタクシー『光ルくん号』の運

行を継続し、同地域における市民の買い物・通院などの移動を支えます。 

・滋賀県のコミュニティバス運行対策費補助金を活用し、運行の維持を図ります。 

・利用実態や利用者のニーズ等を定期的に把握し、停留所の増設・廃止等、運営の効率化と

利便性の向上を図ります。 

 
表 4.3 のりあいタクシー「光ルくん」号の運行概要 

地域 運行事業者 便数 運行日 運行開始 

志賀地域 大津第一交通 ７往復/日 平日、土曜 
(12/30～1/3

は運休) 

2015 年 10 月 

葛川・伊香

立地域 

琵琶湖タクシー 11 往復/日 (葛川地域) 2016 年７月 

(伊香立地域)2021 年４月 

仰木地域 12.5 往復/日 2021 年４月 

上田上地域 5.5 往復/日 (試験運行)2017 年 11 月 

(本格運行)2018 年 11 月 

晴嵐台地域 5.5 往復/日 2021 年４月 
※2025 年（令和７年)10 月現在の内容 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 実施 補助 
(ﾌｨｰﾀﾞｰ補助) 

 運行  
積 極 的 な

利用 
 

② 実施 

補助 
(県コミバス

運行対策補

助) 

  運行 
積 極 的 な

利用 
 



4. 目標を達成するための施策 
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スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

②      

 

参考：のりあいタクシー『光ルくん』号の利用方法 

 

志賀地域  

 

 

  

地域公共交通確保維持事業の活用による路線維持 

運行継続・利用状況に応じた見直し 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 1  地域公共交通の維持・確保 

施策 1-3 地域公共交通における担い手の確保 
施策の概要 

・ねらい 

地域公共交通の事業継続に向けて、交通事業者の深刻な担い手不足に対する支

援を行います。 

取組内容（例） 

 

継続 重点施策 ① 路線バス、タクシー事業者の運転手確保に対する支援 

・大津市域交通圏で営業するタクシー事業者（個人タクシーを除く）を対象に、普通二種免

許もしくは中型二種免許の取得費用の一部を支援します。 

・バス事業者については、各社で大型二種免許の取得支援制度が設けており、事業者からの

取得費用助成の要望があることを踏まえ、支援のあり方について検討します。 

 

継続 重点施策 ② 交通事業者の人材募集に係る支援 

・2024 年（令和６年）12 月に大津駐屯地で若年定年制の自衛官を対象とした運転体験会・就

職説明会が開催され（主催：滋賀運輸支局・自衛隊滋賀地方協力本部）、本市も後援とし

て参加しました。 

・国・滋賀県・近隣市町村と連携し、自衛官や消防士等を対象とした合同企業説明会や運転

体験会等の開催を実施します。 

 

 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 実施 実施 連携 連携 連携   

② 実施 連携 連携 連携 連携   

スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

②      

  

二種免許取得支援の継続実施 

合同企業説明会、運転体験会等の継続実施（年１回程度） 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 1  地域公共交通の維持・確保 

施策 1-4 多様な移動手段、モビリティへの対応、新しい技術の検討 

施策の概要 

・ねらい 

既存の地域公共交通の輸送サービスが縮小している地域において、地域住民の

支え合いや、これまで地域の移動手段として活用されてこなかった地域の輸送資

源を活用することにより、移動手段の確保を検討します。 

取組内容（例） 

 

継続 ① 自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）等の導入に向けた検討・支援 

・既存の地域公共交通（路線バス、一般タクシー等）のサービスが縮小している地域におい

て、地域住民が共助で実施する輸送サービスに対して、試行的に導入した「令和７年度大

津市地域住民の移動手段の確保に係る無償運送事業補助金」の実施状況や補助対象者等の

意見を踏まえ、本市の支援のあり方等について検討を深めます。 

・制度の検討にあたっては、地域が主体となった運行サービスと既存の地域公共交通との共

存が大前提であることから、幹線・支線となる鉄道・路線バスを補完する地域全体の利便

性向上につなげるための調整を図ります。 

・今後、既存の交通事業者による輸送サービスの提供が困難となる場合において、市町村や

ＮＰＯ法人等が、地域住民や来訪者等の運送を行う自家用有償旅客運送（公共ライドシェ

ア）の導入に向けた検討を行います。 

 

新規 ② 福祉有償運送、スクールバス等との連携 

・介護が必要な方や障害のある方の生活支援等のサービスを提供する団体が実施する福祉有

償運送車両の送迎時間帯以外の活用や、本市が運行するスクールバスの活用等、今後地域

住民の移動手段としての活用の可能性について検討します。 

 

新規 ③ 民間事業者の輸送資源等との連携 

・医療施設や宿泊・飲食等の集客施設の送迎バスや事業者の従業員の送迎バス等について、

今後地域住民の移動手段としての活用の可能性について検討します。 

 

継続 ④ 新しい技術の活用の検討 

・担い手不足の解消に向けて全国で自動運転バス・タクシー等の新しい技術が開発されてい

ますが、今後の技術開発の状況を適宜情報収集し、安全性・実現性・コストパフォーマン

ス等、国や事業者の動向等を注視します。 

 

継続 ⑤ シェアサイクル等の二次交通の充実 

・地域住民や来訪者等の移動手段として、鉄道駅や地域拠点等からの移動を担うシェアサイ

クルや電動キックボード等の地域公共交通を補完する二次交通の充実に向けた検討を行い

ます。 

 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 支援   
協力 

・調整 

協力 

・調整 
運営・運行  

② 検討   協力 協力 検討  

③ 検討       

④ 情報収集 連携      

⑤ 検討      民間事業者(ﾋｱﾘﾝｸﾞ等) 



4. 目標を達成するための施策 
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スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

②      

③ 
 

    

④      

⑤ 
 

    

 

参考：令和７年度大津市地域住民の移動手段の確保に係る無償運送事業補助金の概要 

 

必要に応じて検討・支援 

必要に応じて制度見直して本格実施 

自動運転等の新しい技術の活用に関する検討 

必要に応じて検討・支援 

必要に応じて検討・支援 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-1 幅広い世代に対する継続的なモビリティマネジメントの実施 
施策の概要 

・ねらい 

将来にわたる地域公共交通の利用の促進に向けて、地域公共交通を使った生活

スタイルへの転換を促進します。 

取組内容（例） 

 

継続 重点施策 ① モビリティマネジメントの実施 

〈児童・生徒へのモビリティマネジメント（学校 MM）〉 

・地域公共交通の将来の利用者となる児童・生徒の地域公共交通の理解や愛着を向上するた

め、滋賀県バス協会・バス事業者と連携し、継続的な市内小学校を対象とした交通環境学

習等（バスの乗り方教室）に取り組みます。 

・既存の教育旅行プログラム*の活用や、他市町で実施されているモビリティマネジメント教

育を参考に、小学校のみならず中学校・高校でのモビリティマネジメントを検討し、地域

公共交通に関心を持つだけでなく、地域公共交通を取り巻く現状や地域公共交通がなぜ必

要なのかなどについて、児童・生徒が自ら考える機会を提供します。 
* びわ湖大津観光協会では教育旅行のプログラム例として「【びわ湖大津教育旅行用京阪電車 1 日乗車券】

を利用して〜公共交通でめぐる、大津まち探究の旅〜」が実施しています。 

 

〈行政職員へのモビリティマネジメント〉 

・2023 年度（令和５年度）に実施した市職員を対象とした地域公共交通の利用促進を継続的

に取り組み、「エコ通勤」を奨励します。 

 

〈子育て世代へのモビリティマネジメント〉 

・「初めてのパパママ教室」等の機会を活用した地域公共交通の概要やベビーカーでのバス

利用方法等の情報提供を検討します。 

 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 実施 実施 支援 支援  積極利用 
教育機関・観光協会 

：連携 

スケジュール 

取組 

内容 
2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

 

  

継続・拡大 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-2 鉄道、路線バス等の利用に関する効果的な情報発信・提供 
施策の概要 

・ねらい 

市民や転入者の地域公共交通の認知度向上に向けて、市内の鉄道、路線バスの

利用方法・乗継方法等が分かるマップ等を作成・配布します。 

取組内容（例） 

 

継続 ① バス乗換マップ等の作成 

・「大津市バス＆電車乗り換えマップ（北部版・南部版）」を作成し、各市民センター・観

光案内所への配架や転入者等に配布し、運行内容の大きな変更等（路線バスの廃止、運行

経路の変更等）に合わせて更新します。 

 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 
実施・

配布 
 連携 連携 連携 活用 観光協会：配布 

スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

① 

     

     

 

基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-3 イベントやキャンペーンを通じた利用促進等の実施 
施策の概要 

・ねらい 

地域公共交通の認知度や愛着の向上に向けて、イベントやキャンペーンを通じ

た利用促進等を実施します。 

取組内容（例） 

 

継続 重点施策① 関係機関等と連携した利用促進等の実施 

・滋賀県バス協会で実施する「バスの日まつり in びわこ」や「大津の京阪電車を愛する会」

主催の各種イベントと連携等します。 

・湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会を通じて JR 湖西線の利用促進キャンペーン等を

実施します。（関連施策：1-1-①「滋賀県、鉄道事業者等と連携した取組の検討」） 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 

連携 

支援 

実施 

連携 連携 連携   

バス協会 

：イベント実施 

京阪電車を愛する会 

：イベント企画・実施 

スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

  

更新 
(概ね３年ごと) 更新 

継続的な配布 

各種イベント・キャンペーンの継続的実施 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-4 人にやさしい車両の導入促進 

施策の概要 

・ねらい 

高齢者、身体障害者等、誰もが乗降しやすい環境を整えるため、高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に定められた整備目標の達成に向け、

地域公共交通における車両のバリアフリー化を促進します。 

取組内容（例） 

 

継続 ① ノンステップバス、ユニバーサルデザインタクシーの導入促進 

・「大津市人にやさしいバス導入促進事業補助金交付要綱」に基づくノンステップバスの導

入促進（毎年２台程度）を取り組みます。 

・ユニバーサルデザインタクシーの導入促進に向けて 2025 年（令和７年）に創設した「大津

市人にやさしいタクシー導入促進事業補助金交付要綱」に基づき取り組みます。 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 実施  導入 導入 導入   

スケジュール 

取組 

内容 
2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

① 
     

     

 

基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-5 鉄道駅のバリアフリー化の促進 
施策の概要 

・ねらい 

大津市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）（2025 年（令和７年）３月策

定）に基づきエレベーター未整備駅のバリアフリー化を推進します。 

取組内容（例） 

 

継続 ① 高架駅のバリアフリー化の促進 

・大津市バリアフリー基本構想（実行計画）において、重点整備地区の生活関連施設に位置

付けられている北小松・近江舞子・志賀・蓬莱駅のバリアフリー化の整備を促進します。 

・国に対しては、引き続き高架等の高所に設置された鉄軌道駅のバリアフリー化が対象とな

るよう基準緩和について要請します。 

・JR 湖西線の各駅で、無人化・省人化が進められていることから、乗降支援が必要な駅利用

者の円滑な移動の確保に向けて連絡手段の確保や利用者への周知等を事業者と連携して進

めます。 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 
実施 

支援 
支援 

検討 

実施 
    

スケジュール 

取組 

内容 

2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

① 
     

     

  

ユニバーサルデザインタクシーの導入促進 

ノンステップバスの導入促進 

国に対するバリアフリー化基準緩和等の要望活動の継続的実施 

北小松・近江舞子・志賀・蓬莱駅のバリアフリー化の促進に向けた協議 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-6 交通手段の利便性向上 

施策の概要 

・ねらい 

既存の地域公共交通利用者の継続的な利用確保と、観光客等の新たな地域公共

交通利用者の取り込みに向けて、ソフト面での利便性・快適性の向上による利用

しやすい環境の整備を図ります。 

取組内容（例） 

継続 ① 各種割引乗車券、企画乗車券の検討、実施 

・「鉄道版ビワイチパス（JR）」、「京阪電車びわ湖１日観光チケット（京阪電鉄）」をは

じめとする琵琶湖観光や社寺観光を軸とした割引乗車券・企画乗車券の継続的な販売によ

り、観光客の呼び込みと市内の地域公共交通の利用促進を図ります。 

 

継続 ② パークアンドライドの推進 

・びわこ浜大津駅周辺でのパークアンドライド駐車場の運営及び鉄道利用時の割引施策を継

続的に実施します。 

・びわこ浜大津駅以外の鉄道駅において、周辺駐車場・駐輪場との連携を検討し、パークア

ンドライドやサイクルアンドライドを推進します。 

 

継続 ③ GTFS-JP を活用したインターネット上での経路検索の検討・実施 

・市内の路線バスはGTFS-JPに対応しているため、引き続きインターネット上で経路検索等が

可能となるよう取り組みます。 

 

 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

①   実施 実施    

② 
支援  実施 実施    

実施  連携 連携    

③    実施    

スケジュール 

取組 

内容 
2026 年 

（令 和 ８年） 

2027 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

② 

     

     

③      

  

各種割引乗車券、企画乗車券の検討、実施 

パークアンドライド駐車場、サイクルアンド駐輪場の増設検討 

パークアンドライド駐車場の運営 

GTFS-JP の更新（毎年実施） 



4. 目標を達成するための施策 
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基本方針 2  地域公共交通の利用の促進と利便性の向上 

施策 2-7 高齢者の運転免許証返納後の地域公共交通利用への転換促進 
施策の概要 

・ねらい 

交通事故リスクの低減と社会全体への安全の向上に向けて、高齢者が運転免許

証の返納後も安心して移動できる環境の整備や情報提供を行います。 

取組内容（例） 

 

継続 ① 公共交通利用サービス情報の提供 

・滋賀県警察は、運転免許証の自主返納者に対してタクシー・バス等の運賃割引や、飲食店

での割引サービス等を行う自主返納高齢者支援制度を継続的に推進します。 

・本市は、75 歳以上の運転免許証返納者を対象に実施している地域公共交通の利用補助（高

齢者運転免許証自主返納促進助成事業実施要綱等）の広報誌、警察署、運転免許センター

等での PR を実施します。また、自治会等から要請があれば各学区への説明会等を実施しま

す。 

 

継続 新規② 高齢者が移動しやすい移動手段・移動環境等の整備や連携 

・既存の路線バス・タクシー等の地域公共交通によるサービス提供を基本としつつ、それが

十分でない場合は、地域住民が主体となる輸送資源等の活用も含めた様々な移動手段の提

供を検討します。（施策 1-4-①～④と重複） 

・快適に地域公共交通を利用できるようユニバーサルデザイン車両の導入や、駅のバリアフ

リー化を推進します。（施策 2-4,2-5 と重複） 

・地域における移動ニーズ対策（交通分野）と高齢者施策（福祉分野）には重なる部分があ

ることから、施策を効果的・効率的に進めるために、交通・福祉の両部局間の連携を図り

ます。 

 

 

実施主体 

取組 

内容 
大津市 国・県 

交通事業者 地域 

住民 
その他 

鉄道 バス タクシー 

① 実施 実施 協力 協力 協力   

② 実施  協力 協力 協力 協力  

スケジュール 

取組 

内容 
2026 年 

（令 和 ８年） 

207 年 

（令和９年） 

2028 年 

（令和 10 年） 

2029 年 

（令和 11 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

①      

② 

(継続) 
     

② 

(新規) 
     

 

必要に応じて試行・実施 検討（最大２年） 

継続的な情報提供 

実施 



4. 目標を達成するための施策 
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 5. 計画の進捗管理  

 5.1 PDCA サイクルに基づく進捗管理の実施  

第１次計画では、社会経済情勢等への変化に柔軟に対応するため、PDCA サイクル（計画（Plan）、

実行（Do）、検証（Check）、改善（Action）の循環検討手法）に基づく検証・見直しによる進捗管理

を実施してきました。 

PDCA サイクルは、５年間の計画期間全体を対象とする大きな PDCA サイクルと、毎年のモニタリング

を中心とする小さな PDCA サイクルから構成され、定期的に開催する大津市地域公共交通活性化協議会

で個別施策の取組内容や進捗状況の協議等を実施するとともに、５年目にあたる 2025 年（令和７年）

に計画期間全体の計画内容の検証に基づく計画の見直し（第２次計画の策定）を行いました。 

第２次計画では、第１次計画の仕組みを引き継ぎ、大きなPDCAサイクルと小さな PDCAサイクルの組

み合わせによる進捗管理を継続的に実施します。 

 

 

図 5.1 PDCA サイクルのイメージ 

 

  

施策の実施

Do Check ActionPlanAction Plan
第1次計画
の検証

本計画の策定 施策の実施状況
や目標の達成状
況の進捗管理

評価・検証を
踏まえた見直し

次期計画
の策定

大きなPDCAサイクル（５年間で回す）

Plan Do Check Action Plan ・・・

小さなPDCAサイクル（毎年回す）



5. 計画の進捗管理 
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 5.2 計画推進のスケジュール  

本計画の推進に向けては、下記の工程に基づき大津市地域公共交通活性化協議会を開催し、計画の

進捗状況等を評価・協議します。 

年次 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目～ 

年度 

2026 年度 

（令和８年度） 

2027 年度 

（令和９年度） 

2028 年度 

(令和 10 年度） 

2029 年度 

(令和 11 年度） 

2030 年度 

(令和 12 年度） 

2031 年度 

(令和 13 年度） 

～ 

 

年次 １年目 ２年目以降 … 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 … 

協議結果

の展開先 

 

 
                 

… 

国補助申請  予算要求等  国補助申請  

大津市 

地域公共

交通活性

化協議会 

                  

… 

概要 期初報告   中間報告 期初報告  

議題 

・計画推進

のための

キックオ

フ 

－評価体制

の確認 

－取組方針

の協議 

  ・当該年度

の取組の

中間報告 

・次年度の

取組の決

定 

・前年度の

取組の総

括 

・２年目の

取組方針

の協議 

 

 


